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税制改正に関する議論の状況等（重点項目）

（注）・重点項目11件の状況（11件すべて２年度改正見込み）
　　 ・「区分」欄には、過去、税制改正意見として主税局に申入れを行った年度を記載している。

１　納税者の利便性向上
	項番
	項目
	概要
	改正見込
	主税局との議論の状況等
	今後の取組等
	区分
	担当
課室
	申入No.

	１
	マイナポータルとの連携促進のための添付書類の見直し
	確定申告に係る添付書類について、次の見直しを行う。
①　医療費控除の添付書類に審査支払機関が提供する医療費通知を追加する。
②　医療費控除の添付書類に医療費通知に係るＱＲ証明書を追加する。
③　電子申告をする者については、医療費通知も添付省略の対象とする。
④　寄附金控除の添付書類に、ふるさと納税仲介事業者が発行する一定の要件を満たす証明書を追加する。
	○
	・改正見込み。
・条文の規定振りについて調整中。
	
	新規
	個人
法人
企画
情技
	３

	２
	ダイレクト納付の利用届出書及び口座振替依頼書のオンライン提出化
	ダイレクト納付、口座振替の利用に当たっては、納税者から税務署長に対して書面により、ダイレクト納付の利用届出書、口座振替依頼書の提出を要することとしている。
そこで、オンラインによる提出を可能とすることにより、ダイレクト納付、口座振替が利用可能となるまでの期間の短縮を図るとともに、納税者利便の向上及び事務処理の効率化を図る。【継続】
	〇
	趣旨については理解を得られているが、対象となる金融機関及び手数料について指摘を受けている。
	現在、金融機関にアンケートを実施しており、対象となる金融機関及び手数料について整理を行っていることから、引き続き主税局と協議を進めていく。
	31
	管運
情技
	22

	３
	電子納税証明書の交付手段の拡充
	○税理士等による代理請求・代理受領
代理人による納税証明書の電子手続については、現在、代理請求のみが可能であり、代理受領ができない状況にあることから、請求時に委任状の添付が可能となるようe-Taxシステム等の改修を行い、代理人が請求から受領までの一連の手続を可能とすることで、納税者利便の向上を図る。
○偽造防止を施した電子納税証明書の発行
e-Taxシステム等に偽造防止（ＱＲコード等）を施した電子納税証明書を発行する機能を追加し、電子納税証明書を書面で出力した場合においても、有効な納税証明書（提出先で偽造の有無を確認）として取り扱われるようシステムの改修を行うことで、納税者利便の向上を図る。
	〇
	趣旨については理解を得られており、現状、特段の指摘は受けていない。
	告示案等を作成し、主税局に提示していることから、引き続き主税局と協議を進めていく。
	新規
	管運
情技
	23

	４
	酒類の製造・販売業免許等に係る事業承継手続の改正
	法定相続人に加え、以下の場合についても、簡易な手続により免許付与を可能とする。
①　民法上の相続順位にこだわらず、孫、兄弟等が事業を承継する場合
②　生前承継（先代存命時）する場合
③　従業員等の親族外へ承継する場合
	〇
	　改正の必要性は共有しており、事業承継手続を加えた場合の申告書記載事項や添付書類について、主税局と協議中。
	
	新規
	酒税
	10

	５
	酒税及びたばこ税等の輸出免税等に係る書類の提出省略
	輸出する目的で、酒類又は製造たばこ等をその製造場から移出する場合には、当該移出にかかる酒税又はたばこ税等は免除されるが、その要件として、期限内に提出される納税申告書に、当該酒類又は製造たばこ等が輸出されたことについての明細を記載した書類（輸出明細書）を添付することとされている。
また、輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税についても、同様に、書類を添付する必要がある。
酒税法、たばこ税法等及び租税特別措置法の改正により、これらの書類の提出を省略する。
	〇
	改正の必要性は共有しており、輸出明細書を添付省略可とした場合に、添付省略は原則とするか特例とするか、他の手続との横並び等について、主税局と協議中。
	
	新規
	酒税
消費
	11







２　適正・公平な課税・徴収
	項番
	項目
	概要
	改正見込
	主税局との議論の状況等
	今後の取組等
	区分
	担当
課室
	申入No.

	６
	国外財産調書に係る関連資料不提示の場合における加算税加重措置の拡充等
	１ 　加算税の特例について、現行制度を基本としつつ、納税者が、税務調査時の当局の求めに応じ、関連資料（外国銀行の預金口座明細等）を指定された期限までに正当な理由なく提示・提出しない場合には、加算税の割合を加重（軽減不適用）する。
２ （上記１に加え、）調書不提出・記載不備の場合の加算税加重措置（関連資料を提示・提出しない場合の更なる加重を含む。）について、相続税も対象とする。
	○
	対象となる書類等の範囲など、具体的な制度設計に係る協議を進めていく。
	
	新規
	課総
個人
資産
	18

	７
	情報交換要請を契機とした除斥期間の延長
	納税者が税務調査時の当局の求めに応じて国外取引に係る関連資料を指定された期限までに正当な理由なく提示・提出せず、外国税務当局に対して情報交換要請が行われた場合には、当該情報交換要請から３年は、外国税務当局から得た資料に照らして非違が認められる事項に関して更正・決定を行うことができることとする（後発的事由による特例を追加）。
	○
	今後、具体的な制度設計に係る協議を進めていく。
	
	新規
	課総
個人
資産
法人
徴収
調査
国業
	19

	８
	源泉所得税に係る推定規定の創設
	給与等の支給総額しか把握できない場合において、各月の給与等の金額を推定して源泉所得税を徴収できる措置を創設する。
	○
	改正見込み。
	
	新規
	個人
法人
	１

	９
	雑所得の適正課税の確保
	シェアリングエコノミーや副業等の所得を有する者の適正課税の確保等の観点から、次の見直しを行う。
①　前々年の収入金額が1,000万円を超える者については、収支内訳書の提出を義務付ける。
②　前々年の収入金額300万円を超える者については、収入・経費に関する書類の保存を義務付ける。
③　前々年の収入金額が300万円以下の者については、現金主義によって収入・費用を計上できるようにする。
	○
	・改正する方向で検討中。
・納税者への影響が大きいことから、世の中の情勢によっては、本年度の改正を見送る可能性あり。
	
	新規
	個人
	２

	10
	国外不動産に係る不動産所得の適正化
	国外不動産に係る不動産所得については、国外不動産の使用可能年数と耐用年数との差を利用して早期に多額の減価償却費を計上し、損益通算により多額の還付を受ける事例があることから、国外不動産に係る不動産所得について適正化を図る必要がある。【継続】
	○
	・改正見込み。
・条文の規定振りについて調整中。
	
	29、31
	個人
課総
	５

	11
	外国子会社配当益金不算入又はそれに係る株式譲渡損の制限規定の創設
	外国子会社配当益金不算入制度の適用及びその配当を受けた株式を譲渡した際に生じる譲渡損を組み合わせた租税回避等を制限する規定を設ける。【継続】
	○
	主税局は問題意識を持っており、令和２年度において改正される見込み。庁からは引き続き事例の収集を行い、主税局と情報共有を図っている。
	
	31
	調査
法人
	17
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